
茨木市立学校給食におけるアレルギー等除去食対策実施要綱 

 

  （目的） 

第１ この要綱は、茨木市立学校給食において、児童生徒が食物アレルギー等による

食事配慮を必要とする場合に、アレルギー等除去食対策（以下「アレルギー等対

策」という。）を実施することを目的とする。 

 （対象） 

第２ 学校給食におけるアレルギー等対策は、集団給食を基本としながら、児童生徒

の健康管理の一環として、児童生徒の発育、発達状況及び精神面等を考慮したうえ

で、医師の診断に基づく可能な範囲で行うものとする。 

２ アレルギー等対策の対象とする児童生徒は、次のいずれにも該当する者とする。 

 (1) 原因食品を摂取することにより、アレルギー等症状がでる者 

 (2) 医師の検査、診断により食物アレルギー等と判定された者 

 (3) 家庭において、除去食又は代替食等の対応が行われている者 

３ 前項各号に該当する児童生徒において、アナフィラキシーショック症状など重篤

な症状を呈する場合は、集団給食であることを考慮した上で、対応について十分協

議し、緊急時の対応等を明確にしておく。 

 （アレルギー等対策実施方法）                                               

第３ アレルギー等対策は、日々の学校給食献立において卵（鶏・うずら）、牛乳・

 乳製品の除去を基本として実施する。 

２ 除去食とは、アレルギー等の原因となる食品を除いて調理することをいい、代替

 食品を用いて調理する代替食とは異なる。                                     

３ 必要とする対応が集団給食の限界を超えると学校長が判断した場合は弁当を持参

 するものとする。                                                          

 （アレルギー等対策委員会の設置）   

第４ 保護者、学校長、教頭、学級担任、養護教諭、栄養教諭および学校栄養職員、

 給食・食育担当教諭、学校調理員、部活動顧問等の相互理解と協力により、各学校

 にアレルギー等対策委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会においては、学校長を委員長とし、委員長が副委員長、書記ほかを任命し、

 定期的に委員会を開催する。 

３ 委員会においては、児童生徒のアレルギー等除去食の対応に限らず、アレルギー

等に対する知識の啓発に努め、教職員間の意志疎通を図るものとする。 

 （アレルギー等対策の申請）       

第５ アレルギー等対策の申請は、年度ごとに行うものとする。 

２ アレルギー等対策を必要とする児童生徒の保護者は、アレルギー等除去対応申請

書（様式第１号）により、毎年度当初に学校長に申請するものとする。ただし、転

入学等で年度途中にアレルギー等対策が必要となった場合は、その都度申請するも

のとする。 

３ 前項の申請には、必ず、配慮を必要とする食品が明記された学校生活管理指導表



（アレルギー疾患用）（様式第２号）（以下「管理指導表」という。）を添付する

ものとする。   

４ 前項の規定にかかわらず、乳糖不耐症など食物アレルギー以外の理由による場合は、

医師の意見書等を添付するものとする。ただし、当該意見書等は、初回時の写しを２

回目以降の申請時に添付しても差し支えない。 

５ アレルギー等対策を実施する児童生徒の保護者は、その経過観察として症状に変

化があった場合は、その都度、管理指導表等を提出するものとする。 

６ 第３項の規定にかかわらず、申請から１年に満たない場合は、管理指導表に基づ

き、保護者に聞き取りをした後に、その写しを添付することにより、管理指導表に

代えることができるものとする。 

 （アレルギー等対策実施の決定） 

第６ アレルギー等除去対応の開始及び年度途中のアレルギー等除去対応の追加があ

った場合については、児童生徒の状況および申請内容を委員会において判断し、最

終的に学校長が決定し、該当アレルギー等除去対応実施について（様式第３号）に

より保護者へ結果の通知をするものとする。 

 （追加） 

第７ 年度途中でアレルギー等対策が追加で必要となった場合、児童生徒の保護者は

アレルギー等除去対応追加・解除届（様式第４号）に管理指導表を添付し学校長に

申請するものとする。 

（解除） 

第８ 年度途中でアレルギー等対策が必要でなくなった場合、保護者からのアレルギ

ー等除去対応追加・解除届に基づき解除するものとする。ただし、年度末及び、転

退学した場合は自動的に解除するものとする。 

 （中止） 

第９ アレルギー等対策は、対象児童生徒の保護者がこの要綱に定める事項及び教職

員等の指導を守らないとき、若しくはその他やむを得ない事情があると認められる

ときは委員会において中止を決定できるものとする。 

 （その他） 

第10 この要綱に定めるもののほか、アレルギー等対策について必要な事項は教育長

が別に定める。 

 

 

      附 則 

 この要綱は、平成19年11月１日から実施する。 

      附 則 

  この要綱は、平成20年４月１日から実施する。 

      附 則 

  この要綱は、平成20年７月１日から実施する。 

      附 則 



 この要綱は、平成23年２月１日から実施する。 

      附 則 

 この要綱は、平成25年４月１日から実施する。 

     附 則 

 この要綱は、平成26年１月１日から実施する。 

      附 則 

この要綱は、平成27年11月１日から実施する。 

      附 則 

この要綱は、令和３年９月１日から実施する。 

     附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

     附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 

 

 



（様式第１号） 

                               年  月  日 

 

アレルギー等除去対応申請書 

（申請先） 

 

市立      校長 

 

                             

                           保護者名                  

 

 

 下記理由によりアレルギー等除去対応を必要としますので、給食献立について配慮

をお願いします。 

 

                   記 

 
 

  
＊申請内容は学校生活管理指導表または医師の診断書の内容と整合すること。 

  ＊学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）、または医師の診断書（その他病気等

食物アレルギー以外の理由の場合）を添付してください。 

 ク ラ ス 名 年    組 

 名    前  

 生 年 月 日  

対 応 ア レ ル ゲ ン  

  

希 望 す る 対 応 

  

 

 

【停止】 

□飲用牛乳 □パン □ごはん □おかず（全部） 

【除去食提供】 

 □卵（鶏・うずら）□牛乳・乳製品 を含むおかず 

【弁当持参】 

 □弁当持参（原因食品：           ） 

 □その他（                 ） 



（様式第２号） 



（様式第２号） 



（様式第３号） 

                              年  月  日 

   年  組 

         保護者様 

 

                                               茨 木 市 立       学 校 

 

                                               校長 

 

アレルギー等除去対応の実施について 

 

    標記について、申請書類に基づきアレルギー等対策委員会において検討した結果、

このたびの申請について下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 ・対応可能 

   実施期間（    年  月より当該年度末まで） 

  （特記事項） 

 

 

                                                                 

・対応不可能 

  （  ）学校長の判断等による 

（  ）その他 

 

 （特記事項） 

 

 

 

 

 

 その他 

① 今回の決定内容については、学校長の判断等によって変更となる場合があります  

ので、予めご了承をお願いします。 

② 実施期間については年度ごと（４月～翌年３月）になりますので、お子さまの状  

況等の確認のために、毎年申請をお願いします。 

③ 上記の対応について不明の点がありましたら、学校長または、茨木市教育委員会  

保健給食課までお問い合わせください。 



（様式第４号） 

                             年  月  日 

 

 

アレルギー等除去対応追加・解除届 

（報告先） 

 

市立      学校長 

 

 

保護者名              

クラス名       年   組  

名前                

 

 

□【追加】 

 （食品名：      ）について、医師の指導のもと、学校給食における除去対応

の追加をお願いします。 
 

  ＊学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）、または医師の診断書（その他病気等

食物アレルギー以外の理由の場合）を添付してください。 

 

 

□【解除】 

 学校生活管理指導表等により除去していた（食品名：      ）について、医

師の指導のもと、これまで複数回摂取して症状が誘発されていませんので、学校給食

における除去解除をお願いします。 

 

 

 

 


